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「中小事業者等の商品市場利用に関する研究会」設置要綱 

 

日本商品先物振興協会 

 

１．趣 旨 

原油等原材料の価格変動リスクが、生産者や現物取扱業者の経営を圧迫して

いる現状を踏まえ、それら当業者、特に中小企業が商品市場を利用して事業を

円滑化する上での課題及び解決策の検討を行う。 

 

２．構 成 

学識経験者、中小企業事業者団体、金融機関、商品取引会社（商品取引所会

員）及び商品取引所から選任した委員 15 名程度で構成する。 

また、関連する所管官庁がオブザーバーとして参加する。 

 

３．検討内容及びスケジュール 

商品先物市場が中小事業者等から活用されていない要因を、事業者等からの

ヒアリング及び当委員会での検討を通じて、事業者サイド、市場サイドなど

様々な角度から洗い出し、商品先物市場の活用促進策について提言する。 

検討期間は平成 20 年 10 月から 12 月までを予定する。 
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日本商品先物振興協会 

中小事業者等の商品市場利用に関する研究会 

委 員 名 簿 

（敬称略） 

 

座 長  池 本 正 純  専修大学経営学部 教授 

委 員  五十嵐 克 也  日本商工会議所 中小企業振興部長 

委 員  石 井 陽一郎  ゴールドマン・サックス証券(株) 

市場商品営業部バイスプレジデント 

委 員  井 上 成 也  岡地(株) 常務取締役 

委 員  小野里 光 博  (株)東京工業品取引所 執行役 

委 員  河 合 成 治  中部大阪商品取引所 常務理事 

委 員  河 本 博 隆  全国石油商業組合連合会 副会長・専務理事 

委 員  神 林 秀 幸  住友商事(株) コモディティビジネス部 

委 員  佐 藤 一 也  （株）商工組合中央金庫 組織金融部次長 

委 員  瀬 戸  実   全国中小企業団体中央会 事務局長 

委 員  田   有 弘  （株）三井住友銀行 金融商品営業部 上席推進役 

委 員  長 瀬 順 也  三菱商事フューチャーズ証券(株) 取締役 

委 員  吉 川 雅 泰  独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部長 

13名 （委員50音順） 

〔オブザーバー〕 

小 山  智   経済産業省 商務流通グループ商務課長 

大 山 誠一郎  農林水産省 総合食料局商品取引監理官 

岸   敬 也  資源エネルギー庁 石油流通課課長 

荒 井 敏 光  中小企業庁 経営支援課課長補佐（小規模支援担当） 

島 田  純   東京穀物商品取引所 企画部付参事 

5名 

〔会務運営〕   三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 

〔事 務 局〕   日本商品先物振興協会 
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中小事業者の商品市場利用に関する研究会 

開催状況 

 

 

第 1 回  平成 20 年 10 月 31 日（金）14 時～16 時 

議 題  中小事業者の商品市場利用に向けた課題整理 

 

 

第 2 回  平成 20 年 12 月 2 日（火）14 時～16 時 

議 題  中小事業者の商品市場利用に向けた課題と今後の対

応について 

 

 

第 3 回  平成 20 年 12 月 24 日（水）14 時～16 時 

議 題  研究会とりまとめ（案）について 
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原油価格上昇の我が国産業への影響に関する調査結果 

平成１９年１１月２７日 

経 済 産 業 政 策 局 

中 小 企 業 庁 

 

１．調査の概要 

 

○原油価格上昇が我が国産業に与える影響について、１０回目の調査を実施（中

小企業は９回目）【注】。調査期間は、本年１０月下旬から１１月中旬まで。 

【注】２００４年８月より、原油価格上昇が我が国産業に与える影響について調査

を実施（大企業調査：過去９回、中小企業調査：過去８回）。前回は本年８

月７日発表。 

 

２．調査結果 

 

（１）大企業調査の結果 

○総じて見れば、価格転嫁が若干困難になる中、収益・経営に与える影響について

は、大きく深刻化しているわけではないが、多くの企業が収益面で影響を受けて

いる。 

○原油・石油製品の投入比率が大きい業種の一部では、収益への影響が若干拡大。 

 

（２）中小企業調査の結果 

○原油・石油製品価格の上昇による収益への影響は今年の夏より更に拡大し、収益

を圧迫している企業の割合は９割を超える。 

○価格転嫁が困難な企業の割合は、今年の夏より若干上昇し、約９割に上る。 

 

原油価格は、足下では史上最高値を更新し、依然として、９０ドルを超える高水

準で推移していることから、経済産業省としては、原油・石油製品の価格動向が産

業・企業に与える影響について、引き続き細心の注意を払いフォローしていく。 

 

【参考】 

大企業調査 対象業種（１１業種、７６社） 

 ・原油・石油製品の投入比率が大きい業種： 

化学、板ガラス、紙・パルプ、サッシ・耐火物、セメント、繊維 

 ・原油・石油製品の投入比率が小さい業種： 

非鉄金属、鉄鋼、産業機械、電気機械、自動車・自動車部品 

 

中小企業調査 対象業種（２５業種、１，１３３社） 

・製造業 ：金属製品、食料品製造、プラスチック製品、非鉄金属等 

・非製造業：建設、運輸、卸・小売、クリーニング等 
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原油価格上昇の我が国産業への影響に関する調査結果 

 
平成１９年１１月２７日 
経  済  産  業  省 

 

１．背 景 

  
経済産業省は、本年８月、「原油価格・原材料価格上昇の我が国産業への影響に関

する調査」を公表した。原油価格は、足下では史上最高値を更新し、引き続き、   

９０ドルを超える高水準で推移していることから、更なるフォローアップ調査を行

った。 
 
 
２．調査の概要 

 

○ 調査期間：１０月２９日～１１月２２日 
 
○ 調査期間における原油価格の変動幅（単位：ドル / バレル） 

・ ドバイ（日経） 81.40（10 月 31 日） ～ 90.30（11 月 21 日） 

・ ＷＴＩ     90.38（10 月 30 日） ～ 98.03（11 月 20 日） 

【参考】調査期間における為替レートの変動幅（単位：円 / ドル） 
  ・        108.82（11 月 22 日）～ 115.55（11 月 1 日） 

 

○ 調査対象業種・企業 
原油・石油製品の投入比率が大きい業種を中心とする経済産業省所管の１１業

種・７６社（大企業） 
 
○ 調査方法：担当部局を通じたヒアリング、公開情報 
 
○ 主要な調査項目 
  ① 原油価格上昇の収益・経営への影響 

② 価格上昇の影響への対応（製品価格への転嫁等） 
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３．調査の結果 

 

【総 論】 

（１）全体 

価格転嫁については、前回調査と比較すると、「困難」と回答する企業が約３割５

分から約４割５分に増加している。 

収益への影響、経営への影響については、前回調査と比較すると、ほぼ同様の結

果となっている。収益への影響については、「大きく圧迫」と回答する企業が約４割

となっている。また、経営への影響については、「深刻な影響」と回答する企業が約

１割となっている。 

 

（２）原油・石油製品の投入比率が大きい業種（化学、板ガラス、紙・パルプ、サ

ッシ・耐火物、セメント及び繊維）【注】

価格転嫁については、前回調査と比較すると、「困難」と回答する企業が約３割か

ら約４割に増加している。「ある程度できている」と回答する企業が約３割と前回調

査とほぼ同様の結果となっている。転嫁が困難な理由としては、前回調査とほぼ同

様、多くの企業が、市場における競争が激しいこと、販売先との交渉が困難である

ことを挙げている。 

収益への影響については、前回調査と比較すると、若干影響が拡大している。「大

きく圧迫」と回答する企業は約６割となっている。 

経営への影響については、前回調査とほぼ同様で大きな変化はない。 

全体として見ると、企業の売上等が総じて好調なことから、今のところ、原油・

石油製品の価格上昇の影響が大きく深刻化しているとは言えない。 

 

（３）原油・石油製品の投入比率が小さい業種（非鉄金属、鉄鋼、産業機械、電気

機械及び自動車・自動車部品） 

価格転嫁については、前回調査と比較すると、若干困難になってきている。「困難」

と回答する企業は約４割から約６割に増加している。「やや困難」と回答する企業も

約２割から約３割に増加している。転嫁が困難な理由としては、前回調査とほぼ同

様、多くの企業が、市場における競争が激しいこと、販売先との交渉が困難である

ことを挙げている。 

収益への影響については、前回調査と比較すると、若干影響が拡大している。「や

や圧迫」と回答する企業は６割となっている。 

経営への影響については、前回調査とほぼ同様で大きな変化はない。 

 

51



全体として見ると、若干価格転嫁が困難になる中、企業の売上等が総じて好調な

ことから、今のところ、原油・石油製品の価格上昇の影響が深刻化しているとは言

えない。 

 

以上を総括すれば、今回の調査では、経営・収益への影響は、前回調査と比較し

て、大きく深刻化しているわけではないが、原油・石油製品の投入比率が大きい業

種の一部では、価格転嫁が若干困難になる中、収益への影響が若干拡大している。

原油・石油製品の投入比率が小さい業種の一部でも、価格転嫁が若干困難になる中、

収益への影響が若干拡大している。 

 

今後の懸念事項としては、多くの企業が、原油・石油製品のコスト負担増及び電

力・物流等の二次的コスト負担増による業績への影響を懸念している。 

 

原油価格は、依然として高水準で推移している。経済産業省としては、原油・石

油製品の価格動向が産業・企業に与える影響について、引き続き細心の注意を払い

フォローしていく。 

 

【注】産業連関表を用いて見直した結果、セメントについては今回より原油・石油製品の投入

比率が大きい業種に分類。また、本調査は定性的なヒアリング調査であり、必ずしも影響度合

いの水準を示すものではない。 
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【業種別】 

（１）原油・石油製品の投入比率が大きい業種・企業 

 ①化 学 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、若干困難になってきている。

「困難」と回答する企業は約２割から約３割に増加している。 
・  収益への影響については、前回調査と比較すると、ほぼ同様の結果となって

いる。「影響が小さい」と回答する企業は約１割からゼロと減少している。 
・  経営への影響については、前回調査と比較すると、ほぼ同様の結果となって

いる。「深刻な影響」と回答する企業が約１割からゼロと減少している。 
 

②板ガラス 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、困難になってきている。「困

難」と回答する企業は約３割から全ての企業に増加している。 
・  収益への影響については、前回調査と比較すると、同様の結果となっている。

「大きく圧迫」と全ての企業が回答している。 
・  経営への影響については、前回調査と比較すると、若干困難になってきてい

る。「困難」と回答する企業はゼロから約３割に増加している。 
 
 ③紙・パルプ 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、ばらつきが見られる。「やや

困難」と回答する企業がゼロから約２割に増加する一方、「ある程度できてい

る」と回答する企業が４割から６割に増加している。 
・  収益への影響については、前回調査と比較すると、同様の結果となっている。

「大きく圧迫」と回答する企業が６割、「やや圧迫」と回答する企業が４割と

なっている。 

・  経営への影響については、前回調査と比較すると、同様の結果となっている。

「深刻な影響」と回答する企業が４割、「一定の影響」と回答する企業が６割

となっている。 

 

 ④サッシ・耐火物 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、若干困難になってきている。

「ある程度できている」と回答する企業が約２割からゼロに減少している。 
・  収益への影響については、前回調査と比較すると、広がりがみられる。「大

きく圧迫」と回答する企業が５割から８割に増加している。 
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・  経営への影響については、前回調査と比較すると、ほぼ同様の結果となって

いる。「深刻な影響」と回答する企業が２割、「一定の影響」と回答する企業が

７割となっている。 
 
 ⑤セメント 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、若干困難になってきている。

「困難」と回答する企業が約３割から約７割となっている。 
・  収益への影響については、前回調査と比較すると、同様の結果となっている。

「やや圧迫」と全ての企業が回答している。 
・  経営への影響については、前回調査と比較すると、「一定の影響」と回答す

る企業が約７割から全ての企業となっている。 
 
 ⑥繊 維 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、若干進展がみられる。「困難」、

「やや困難」と回答する企業は約９割から約６割に減少している。 
・  収益への影響については、前回調査と比較すると、若干改善が見られる。「や

や圧迫」と回答する企業が約５割から約３割に減少する一方、「影響が小さい」

と回答する企業はゼロから約２割に増加している。 
・  経営への影響については、前回調査と比較すると、ほぼ同様の結果となって

いる。「深刻な影響」と回答する企業が約２割、「一定の影響」と回答する企業

が約８割となっている。 
 
 
（２）原油・石油製品の投入比率が小さい業種・企業 
 ①非鉄金属 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、困難になっている。「困難」

と回答する企業が約１割から約４割に増加している一方で、「ある程度できて

いる」と回答する企業は約３割から約１割に減少している。 

・  収益への影響については、前回調査と比較すると、同様の結果となっている。

「大きく圧迫」と回答する企業が約４割、「やや圧迫」と回答する企業が約６

割となっている。 

・  経営への影響については、前回調査と比較すると、同様の結果となっている。

全ての企業が「一定の影響」と回答している。 
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②鉄 鋼 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、若干困難になってきている。

「やや困難」と回答する企業が５割から８割に増加している一方、「ある程度

できている」と回答する企業は５割から２割に減少している。 
・  収益への影響については、前回調査と比較すると、ほぼ同様の結果となって

いる。「大きく圧迫」、「やや圧迫」と回答する企業が６割となっている。 
・  経営への影響については、前回調査とほぼ同様の結果となっている。「一定

の影響」と回答する企業が８割となっている。 
 
 ③産業機械 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、困難になっている。「困難」

と回答する企業が約６割から約８割に増加している一方、「転嫁の必要なし」

と回答する企業は約３割から約１割に減少している。 

・  収益への影響については、前回調査と比較すると、ばらつきが見られる。「大

きく圧迫」と回答する企業は約１割からゼロに減少している。また、「ほとん

ど影響なし」と回答する企業は約１割からゼロに減少している。 
・  経営への影響については、前回調査と比較すると、ほぼ同様の結果となって

いる。「一定の影響」と回答する企業が約９割となっている。 

 

④電気機械 

・  価格転嫁については、前回調査と比較すると、同様の結果となっている。「困

難」と回答する企業が５割となっている一方で、「転嫁の必要なし」と回答す

る企業が約３割となっている。 
・  収益への影響については、前回調査と比較すると、ほぼ同様の結果となって

いる。「大きく圧迫」、「やや圧迫」と回答する企業が約５割。「影響小さい」、

「影響ほとんどなし」と回答する企業が約５割となっている。 
・  経営への影響については、前回調査と比較すると、若干広がりが見られる。

「一定の影響」と回答する企業が約３割から５割に増加している一方で、「ほ

とんど影響なし」と回答する企業が５割から約３割に減少している。 
 

⑤自動車・自動車部品 

・  価格転嫁、収益への影響、経営への影響について、前回調査と比較すると、

ほぼ同様の結果となっている。 
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・  価格転嫁については、全ての企業が「困難」と回答している。収益への影響

については、全ての企業が「やや圧迫」と回答している。経営への影響につい

ては、全ての企業が「一定の影響」と回答している。 
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【参考】調査対象企業の主要なコメント 

 

原油価格上昇への対応 

・ 原燃料の多様化などの合理化努力によって一部吸収しているものの、吸収しきれない部

分については顧客への価格転嫁によって対応せざるを得ない【化学】。 

・ 省エネ型設備の積極導入、工程加工条件の見直し、ボイラ燃料見直し検討【繊維】。 

・ 石炭・天然ガスエネルギーの増使用、その他の原料のアップ分も含めた製品価格への転

嫁努力【鉄鋼】。 

・ 転換は困難なるも、交渉は継続実施。オプション他の導入検証。燃料転換。市況以外の

固定費低減交渉【電気機械】。 

・ 経費削減や設計変更、調達先の拡大などによる原価低減活動を実施【産業機械】。 

・ 原油価格等の高騰が経営に与える影響は自助努力で吸収できる範囲を超えている。ユー

ザーに一部負担をお願いしてきたが、未だ満足のいく転嫁を認めてもらえない状況。今

後も粘り強く交渉を継続【非鉄金属】。 

・ 当社製品価格の値上げ交渉の継続。市場競争が激しい製品においては、取引先からの値

下げ要請が強いが、原油高を理由とした価格据置（或いは値上げ）交渉を継続。ヘッジ

による価格上昇リスクへの対応【板ガラス】。 

 

原油価格上昇に伴う経営への影響 

・ 春から夏場にかけての原油価格上昇による原料、燃料市況の高騰に対し、コストダウン、

燃料転換、製品価格への転嫁を進めてきたが、影響の全額を吸収するのは困難。さらに、

１０月に入ってからの原油急騰の影響が今後具体的に効いてくる可能性が大であり、更

なる減益影響を懸念【繊維】。 

・ 特に価格高騰が著しいナイロン素材を中心として、減産措置を検討している部門や設備

投資計画の実施を見送っている部門がある【繊維】。 

・ ０７年４月の期初に計画した、原材料調達の事業計画を大幅に上回る値上げ要請を樹脂

メーカーより強く受けたため、事業計画を修正【電気機械】。 

・ 影響はあるが、生産合理化で吸収する見込【サッシ】。 

 

その他要望事項等 

・ 最近の原油価格の急騰は、需給要因というよりはサブプライム問題に端を発した金融不

安から、マネーが商品マーケットに移行した結果であり、実体経済からあまりにも大き

く乖離し過ぎていると言わざるを得ない。事実、我々の主原料の出発原料であるベンゼ

ン、キシレン等の基礎化学品価格は、原油上昇程には上がっておらず、原油価格上昇の

 

57



かなりの部分が金融商品としての投機的影響と思われる。この４年間、こうした実体経

済と乖離した原油価格の急騰、または急落に振り回されており、難しいとは思うが、原

油等の商品を金融商品として扱う場合の何らかの規制が設けられないか、真剣に議論を

開始しても良いのではないか【繊維】。 

・ 政府、業界レベルでの安価原料・代替原燃料使用のための技術開発への支援。政府、業

界レベルでの原料輸出国との関係強化による長期安定的な資源確保対策の継続推進【鉄

鋼】。 

・ 素原料が高騰する背景は、需要の拡大・オイルマネーによる投機等と言われている。原

油を含めた素原料の安定調達と価格安定化に向けて努力をいただきたい【電気機械】。 

・ 原油高騰は既に長期に亘っており、経営に与える影響は見逃しがたいものがある。自助

努力では吸収しきれない高騰分については製品価格への転嫁を試みているが、原油高騰

の影響は顧客も少なからず受けており、転換は困難な状況にある。今後とも交渉は続け

るものの、やはり根本的には原油価格高騰の終息が必要であり、価格安定に向けた諸施

策の実施に期待【非鉄金属】。 

・ 原油の値上がりが厳しすぎる。樹脂材料などへの影響が今後も予想される。原油価格の

安定化を期待【サッシ】。 
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収益への影響

42.1%40.5%

43.4%44.3%

11.8%11.4%

3.8% 2.6%

07年7月 11月
大きく圧迫 やや圧迫 影響小さい 影響ほとんどなし

経営への影響

10.5%11.4%

78.9%77.2%

10.5%11.4%

07年7月 11月
深刻な影響 一定の影響 ほとんど影響なし

価格転嫁状況 収益への影響 経営への影響

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：約２割　（約３割）
「やや困難」：２割　（約３割）
「困難」：約４割　（約３割）
「交渉中」：約２割　（約２割）
「転嫁の必要なし」：１割未満　（なし）

「大きく圧迫」：約６割　（約５割）
「やや圧迫」：約３割　（約４割）
「影響小さい」：１割未満　（１割未満）
「影響ほとんどなし」：１割未満　（なし）

「深刻な影響」：約２割　（約２割）
「一定の影響」：約８割　（約７割）
「ほとんど影響なし」：約１割　（約１割）

化学

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：５割　（約６割）
「やや困難」：約１割　（約１割）
「困難」：約３割　（約２割）
「交渉中」：約１割　（約２割）
「転嫁の必要なし」：約１割　（なし）

「大きく圧迫」：約６割　（約６割）
「やや圧迫」：約３割　（約３割）
「影響小さい」：なし　（約１割）
「影響ほとんどなし」：約１割　（なし）

「深刻な影響」：なし　（約１割）
「一定の影響」：約８割　（約８割）
「ほとんど影響なし」：約２割　（約２割）

板ガラス

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：なし　（なし）
「やや困難」：なし　（約７割）
「困難」：１０割　（約３割）
「交渉中」：なし　（なし）
「転嫁の必要なし」：なし　（なし）

「大きく圧迫」：１０割　（１０割）
「やや圧迫」：なし　（なし）
「影響小さい」：なし　（なし）
「影響ほとんどなし」：なし　（なし）

「深刻な影響」：約３割　（なし）
「一定の影響」：約７割　（１０割）
「ほとんど影響なし」：なし　（なし）

紙・パルプ

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：６割　（４割）
「やや困難」：２割　（なし）
「困難」：なし　（なし）
「交渉中」：２割　（６割）
「転嫁の必要なし」：なし　（なし）

「大きく圧迫」：６割　（６割）
「やや圧迫」：４割　（４割）
「影響小さい」：なし　（なし）
「影響ほとんどなし」：なし　（なし）

「深刻な影響」：４割　（４割）
「一定の影響」：６割　（６割）
「ほとんど影響なし」：なし　（なし）

サッシ
耐火物

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：なし　（２割）
「やや困難」：３割　（３割）
「困難」：５割　（４割）
「交渉中」：２割　（１割）
「転嫁の必要なし」：なし　（なし）

「大きく圧迫」：８割　（５割）
「やや圧迫」：２割　（５割）
「影響小さい」：なし　（なし）
「影響ほとんどなし」：なし　（なし）

「深刻な影響」：２割　（２割）
「一定の影響」：７割　（８割）
「ほとんど影響なし」：１割　（なし）

セメント

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：なし　（なし）
「やや困難」：なし　（なし）
「困難」：約７割　（約３割）
「交渉中」：約３割　（約７割）
「転嫁の必要なし」：なし　（なし）

「大きく圧迫」：なし　（なし）
「やや圧迫」：１０割　（１０割）
「影響小さい」：なし　（なし）
「影響ほとんどなし」：なし　（なし）

「深刻な影響」：なし　（なし）
「一定の影響」：１０割　（約７割）
「ほとんど影響なし」：なし　（約３割）

繊維

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：約２割　（約１割）
「やや困難」：約３割　（約５割）
「困難」：約３割　（４割）
「交渉中」：約２割　（約１割）
「転嫁の必要なし」：なし　（なし）

「大きく圧迫」：５割　（約５割）
「やや圧迫」：約３割　（約５割）
「影響小さい」：約２割　（なし）
「影響ほとんどなし」：なし　（なし）

「深刻な影響」：約２割　（２割）
「一定の影響」：約８割　（８割）
「ほとんど影響なし」：約１割　（なし）

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：約１割　（約２割）
「やや困難」：約３割　（約２割）
「困難」：約６割　（約４割）
「交渉中」：１割未満　（約１割）
「転嫁の必要なし」：１割　（約１割）

「大きく圧迫」：約２割　（約２割）
「やや圧迫」：６割　（約５割）
「影響小さい」：約２割　（約３割）
「影響ほとんどなし」：１割未満　（約１割）

「深刻な影響」：１割未満　（１割未満）
「一定の影響」：約８割　（約８割）
「ほとんど影響なし」：約１割　（約２割）

非鉄金属

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：約１割　（約３割）
「やや困難」：約４割　（約４割）
「困難」：約４割　（約１割）
「交渉中」：なし　（約１割）
「転嫁の必要なし」：なし　（なし）

「大きく圧迫」：約４割　（約４割）
「やや圧迫」：約６割　（約６割）
「影響小さい」：なし　（なし）
「影響ほとんどなし」：なし　（なし）

「深刻な影響」：なし　（なし）
「一定の影響」：１０割　（１０割）
「ほとんど影響なし」：なし　（なし）

鉄鋼

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：２割　（５割）
「やや困難」：８割　（５割）
「困難」：なし　（なし）
「交渉中」：なし　（なし）
「転嫁の必要なし」：なし　（なし）

「大きく圧迫」：２割　（約３割）
「やや圧迫」：４割　（約３割）
「影響小さい」：４割　（５割）
「影響ほとんどなし」：なし　（なし）

「深刻な影響」：なし　（なし）
「一定の影響」：８割　（約８割）
「ほとんど影響なし」：２割　（約３割）

産業機械

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：なし　（なし）
「やや困難」：なし　（なし）
「困難」：約８割　（約６割）
「交渉中」：約１割　（約１割）
「転嫁の必要なし」：約１割　（約３割）

「大きく圧迫」：なし　（約１割）
「やや圧迫」：約６割　（約３割）
「影響小さい」：約４割　（約４割）
「影響ほとんどなし」：なし　（約１割）

「深刻な影響」：なし　（なし）
「一定の影響」：約９割　（約８割）
「ほとんど影響なし」：約１割　（約２割）

電気機械

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：なし　（なし）
「やや困難」：約２割　（約２割）
「困難」：５割　（５割）
「交渉中」：なし　（なし）
「転嫁の必要なし」：約３割　（約３割）

「大きく圧迫」：約２割　（約２割）
「やや圧迫」：約３割　（約３割）
「影響小さい」：約３割　（約２割）
「影響ほとんどなし」：約２割　（約３割）

「深刻な影響」：約２割　（約２割）
「一定の影響」：５割　（約３割）
「ほとんど影響なし」：約３割　（５割）

自動車・自
動車部品

「できている」：なし　（なし）
「ある程度できている」：なし　（なし）
「やや困難」：なし　（なし）
「困難」：１０割　（１０割）
「交渉中」：なし　（なし）
「転嫁の必要なし」：なし　（なし）

「大きく圧迫」：なし　（なし）
「やや圧迫」：１０割　（８割）
「影響小さい」：なし　（２割）
「影響ほとんどなし」：なし　（なし）

「深刻な影響」：なし　（なし）
「一定の影響」：１０割　（１０割）
「ほとんど影響なし」：なし　（なし）

※（）内は前回調査（０７年７月）の数字。

原油価格上昇我が国産業への影響に関する調査（０７年１１月２７日公表）

原油・石油製品の投入比率
が大きい業種

原油・石油製品の投入比率
が小さい業種

１．調査対象企業（７６社）の調査結果

２．業種別の調査結果

原油価格上昇の我が国産業への影響調査結果について（07年11月27日公表）

価格転嫁状況

44.7%35.4%

22.4%
24.1%

17.1%
20.3%

10.5%13.9%

6.3% 5.3%

07年7月 11月
困難 やや困難 ある程度はできている できている 交渉中 転嫁必要なし（06年9月）
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原油価格上昇による中小企業への影響調査（１１月調査） 
平成１９年１１月２７日 
中   小   企   業   庁 

 

１．調査の概要 

 
○ 調査期間：１１月上旬～１１月中旬 
○ 調査対象企業 

製造業、建設業、運輸業、卸・小売業、サービス業等に属する中小企業１,１３３社 
（全国中小企業団体中央会傘下の団体加盟企業、 
全国中小企業取引振興協会の取引あっせん事業登録企業に調査したうち回答があ

ったもの） 
○ 調査項目 

 自社で使用する原油・石油製品の仕入価格の現状・見通し 
 原油・石油製品の価格上昇が与える収益への影響 
 原油・石油製品の価格上昇分に対する製品・サービス等の価格への転嫁の状況等 

○ 調査結果のポイント 
 原油価格上昇により収益を圧迫されている企業は９割を超える。 
 原油・石油製品については約９割の企業が価格転嫁困難な状況。 

 
２．調査結果 

 

(１) 原油・石油製品の価格上昇が与える影響について  
① 仕入価格の動向 
○ 自社で使用する原油・石油製品の仕入価格が、最近４ヶ月の間に「上昇している」

と回答した企業の割合は９割を超える。また、今後とも原油・石油製品の仕入価格

が「上昇する」と見込んでいる企業の割合も、全体の約９割５分（９４．１％）に

まで達している。 
 
②収益に与える影響 
○ 原油・石油製品の価格上昇によって収益に影響があるとした企業の割合は、今年夏

の前回調査の９割弱（８９．７％）から拡大し、９２．５％にまで上った。 
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８９．７％
９２．５％

 
 
○ 業種別に見ると、窯業・土石製品、石油製品、パルプ・紙製品、出版・印刷、クリ

ーニング、運輸、繊維工業等においては、９割以上の企業が「収益が圧迫されている」

と回答している。 
 
③販売価格への転嫁の動向 

 
○ 原油・石油製品価格のコスト上昇分について、自社の製品・サービス等への価格転

嫁の度合いを見ると、価格転嫁困難（２０％以下）な企業の割合は低下傾向から反

転し、約９割に上るなど高い水準にある。 
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④販売価格への転嫁の今後の見通し   
○「転嫁は困難」とする企業が５割５分（５６．１％）、「やや困難」とする企業が約４

割（３９．１％）となっており、合わせると９割５分（９５．２％）の企業が今後と

も転嫁が困難と感じている。 
 

３．本調査を踏まえた関連中小企業者対策について 

 

以上の調査結果を踏まえ、中小企業庁としては、原油価格上昇に伴う関連中小企業者

対策として、別添の措置を講ずることとした。 
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（ 別 添 ） 
 

原油価格上昇に伴う関連中小企業者対策 

 

 

平成19年11月27日 

中 小 企 業 庁 

 

 

 「原油価格上昇による中小企業への影響調査」（１１月調査）の結果を踏まえ、関連

中小企業者への対応策として、下記の措置を講ずることとしました。 

 

記 

 

○中小企業金融対策 

 原油価格上昇の影響を踏まえ、政府系金融機関からの借入金に係る既往債務に関し、

個々の中小企業者の実情に応じて返済条件緩和を実施する。 

 また、政府系金融機関・民間金融機関に対し、原油等の価格上昇に伴う影響に配慮

するよう要請する。 

 

○下請適正取引等の推進 

 関係事業者団体に対し、原油等の価格上昇に伴う下請事業者への配慮を行うよう要

請する。  

 また、価格転嫁を不当に妨げる事業者に対し、下請代金法に基づく検査を積極的に

実施する。 

 

 

       ０３－３５０１－１７６４（直通） 
 
中小企業庁事業環境部金融課（中小企業金融対策関連） 
 担当者： 高橋補佐、岡崎係長 
 電 話： ０３－３５０１－１５１１（内線５２７１） 
      ０３－３５０１－１７６６（直通） 
 
中小企業庁事業環境部取引課（下請適正取引等の推進関連） 
 担当者： 佐藤補佐、金井補佐、疋田係長、渡辺係長 
 電 話： ０３－３５０１－１５１１（内線５２９１） 
      ０３－３５０１－１６６９（直通） 

＜本件の問い合わせ先＞ 
中小企業庁事業環境部企画課調査室 
 担当者： 井上補佐、寺岡、牟田 
 電 話： ０３－３５０１－１５１１（内線５２４１） 
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平成 20 年 8 月 1 日 報道関係者各位 プレスリリース 全国商工会連合会   原油・原材料価格の高騰に関する中小企業緊急調査の結果について   全国商工会連合会(東京都港区、会長：清家 孝：以下「全国連」）は、平成 20 年 7 月 8 日～14 日にかけて、原油・原材料価格の高騰に関する中小企業緊急調査を実施しましたので、結果を発表いたします。 全国連では、調査結果を踏まえて、今後、政府等関係機関に中小企業対策を要望する予定です。  [調査概要] ・調査期間：平成 20 年 7 月 8 日～14 日  ・調査対象企業数：商工会員 1,604 企業  ・実施方法：全国の 412 商工会の経営指導員による企業への聞き取り調査            ※商工会について 商工会は、商工会法に基づき、「その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資すること」（商工会法第３条）を目的とした、地区内の商工業者により自主的に組織された法人。全国の市町村に 1,905 の商工会があり、約 100 万の会員事業者を有する。 全国商工会連合会は、商工会の全国組織。  【本件に関するお問い合わせ先】 担当者：企業支援部 企業環境整備課（佐々木、井上） TEL：03-3503-1257 FAX：03-3580-6577 E-mail：kigyo@shokokai.or.jp URL：http://www.shokokai.or.jp/ 

○原油・原材料価格の高騰により、98.0％の企業でコストが増加  ○コスト上昇分の価格転嫁については、45.0％の企業で価格転嫁は困難と回答  ○収益への影響は、「前年比４割以上減」（31.4％）、「前年比２～３割減」（53.3％）  ○原油・原材料高が長期化した場合の経営への影響については、「当面耐えられる」（53.3％）、「今後、転廃業を検討せざるを得ない」（40.7％）、「現時点で転業を検討」（2.5％）、「現時点で廃業を検討」（3.4％）  ○政府への要望については、「ガソリン・燃料価格への補てん措置」、「揮発油税、軽油引取税の減税」、「原材料価格に対する補てん措置」、「緊急融資」、「転廃業支援」等の回答 
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日本商品先物振興協会 

 

ヘッジ等先物市場利用に係る調査結果 

                                

調査実施期間 平成 19 年 12 月 27 日～平成 20 年 1月 20 日 

調査対象   ヘッジ取引のある会員 17 社 

調査回答法人数  26 社 

 
１．商品先物市場の利用を開始した時期ときっかけについて 

  （１）取引開始時期 
     1980 年以前   4 社 （27 年以上     取引） 
     1980～1990 年  3 社 （17 年以上～27 年未満取引） 
     1990～2000 年  6 社 （７年以上～17 年未満取引） 小計 13 社（50％） 
     2000～2005 年  5 社 （３年以上～７年未満取引） 
     2005 年以降   4 社  （３年未満取引）  
     無回答     ４社    （約 50％が 2000 年以前からヘッジ取引経験） 
      計      26 社 

 
  （２）取引開始のきっかけについて(複数回答可)   
    ①価格の上昇による原材料コストを製品価格等への 

転嫁ができなかったため。             7 社  26.9％ 
②同業他社が利用していることを知ったから。     6 社  23.1% 
③海外市場で利用していたから。           5 社  19.2% 

    ④実物価格の下落（又は上昇）により大きな損失を 
被ったため。                   5 社  19.2％  

    ⑤商品取引員からの営業・勧誘があったから。     2 社   7.7% 
    ⑥公認会計士等からのアドバイスを受けたから。    ０    0％  
    ⑦その他                      8 社  30.8％ 

・ 原材料仕入れや製品売却時に取引所価格を参考としていたが、昨今、短期間で価格変動

が頻繁であるためヘッジを考えていたところ、東南アジアでのゴム業者会合で商品取引

員と出会う機会があり、取引を開始した。（東京ゴム） 

・ 石油製品は、海外市況や季節要因等によるマーケット変動が大きく、収益のブレを回避

するためにヘッジニーズから、試験的に活用した。（東京灯油等） 

・ 在庫商品のヘッジのため。      （東京灯油・中部灯油等石油製品） 
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・ 上場設立に参加したため。               (東京コーヒー) 

・ 原材料の手当てをするため。              （東京農産物） 

・ 取引所合併に伴い市場会員を離脱したため        （東京ゴム） 

 （説明） 

    どのようなきっかけで取引を開始したかを設問したものである。価格変動リスクの管理手段とし

て取引したとするものが、その他の記載分も含めて、15 社 57.7％を占めた。リスクヘッジ手段とし

て知ったきっかけは、「同業他社の利用を知って」や「営業･勧誘があった」、「業者会合での取引員

との出会い」、「上場設立に参加」の計 10 社 38.5％である。先物市場利用に係る知識の普及活動の

必要性を示す結果である。 

米国市場では、取締役が公認会計士の勧告に従わず農産物の価格変動リスクをシカゴ先物市場で

ヘッジしなかったことにより、値下がり損失を被った結果について、会社が株主代表訴訟を受け、

取締役責任を問われ会社が敗訴した事例がある（19９２年 インディアナ州）。価格変動リスクのヘ

ッジ手段としての商品先物市場の活用は、会計士、監査法人にとっての助言範囲とされているかも

しれないとして、選択肢を設けたが、回答はゼロであった。 

 

２．利用商品市場と利用目的について 

（１） 利用商品先物市場                （回答 26 社） 
               小豆            3 社 

東京穀物商品取引所  コーヒー          2 社 

           大豆            1 社 

           不明            1 社 

 
          石油（ガソリン、灯油、原油） 5 社 

東京工業品取引所  貴金属（白金、パラジウム）  1 社 

          ゴム             5 社 

          不明             1 社 

 
          石油(ガソリン、灯油)     4 社 

中部大阪      鶏卵             2 社 

          不明             1 社 

 

（２） 利用目的(複数回答可) （複数回答可）  
①現物市場等と組み合わせたヘッジ取引      24 社 92.3% 
②現物購入又は販売の場として上場商品の受渡し  16 社 61.5% 
③海外商品先物市場と組み合わせた裁定取引     8 社 30.8%  
④倉庫機能の利用（現物在庫・保管費用節約）    5 社 19.2% 
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⑤その他（具体的記載）              3 社 11.5% 
・ ゴムの国際マーケットはあるが、TOCOM が開放方面・値動きから最も利用しやすい(流

動性があるから)。     （東京ゴム） 

・ 投機的運用              (東京石油) 

・ 期先限月の価格予測          (中部鶏卵) 

 
３．先物市場における受け渡しについて 

 （１）受け渡しの有無について 
① 受け渡しをすることがある。          24 社 92.3％ 
② 受け渡しをすることはない。           2 社  7.7％  

（２） 受け渡しをするケースについて（複数回答可） 
  ①当初から現物商品の受け渡しを想定していた。   20 社 76.9％ 

②結果として現物受渡しとなった。          8 社 30.8% 
  ③その他                      2 社  7.7% 

・ 余剰在庫を取引所市場で売却し現金化。（東京ゴム） 

・ ユーザーや商社に販売のほか、市場価格で売却現金化。(東京ゴム) 

（３） 現物受渡し数量と取引総量に占める割合（過去 2 年の実績）   
（記載 14 社） 

   農産物                             （5 社） 

    東京小豆    受け(購入)  20 枚  取引総量の約 50％ 

             同     20 枚       約 4％  (2007 年)  

            渡し（販売） 10 枚       約 2％  (2006 年) 

東京大豆    受け(購入)  200 枚  取引総量の約 1％  (2007 年) 

東京ｺｰﾋｰ    受け(購入)  ―    取引総量の 約 1.7％（2007 年） 

    工業品                             （9 社） 

      東京石油製品 受け(購入) 1000 枚 取引総量の 約 3％ 

             渡し(販売) 1000 枚       約 3％ 

             受け(購入)  300 枚       5～10％ (2007 年) 

 

      東京石油・中 受け(購入) 1200 枚 取引総量の 約 1.5％ 

      部石油    渡し(販売) 1200 枚       約 1.5％ 

 

      東京石油・中 受け(購入)  20 枚 取引総量の 約 66.7％ (2007 年) 

      部石油    渡し(販売)  60 枚        100％ (2007 年) 

     

      東京ゴム   受け(購入) 349 枚 取引総量の 約 66％  (2006 年) 
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             渡し(販売) 52 枚        約 1％  (2006 年) 

  （記載なし 12 社） 

４．ヘッジ取引について 

（１） 取引ポジションについて （複数回答可） 
   ①売り買い双方のヘッジポジションを持つことがある。 16 社 61.5% 
   ②買いポジション（買い建て）である。         7 社 26.9% 

③売りポジション（売り建て）である。         6 社 23.1% 
（２） ヘッジ取引のタイミング （複数回答可） 

①相場の変動が予測されたとき。           16 社 61.5% 
②商談成立等商品の購入（販売）数量が決まったとき。 12 社 46.2％% 
③事業年度の当初において、前年度実績に応じて決める。 0 社 0% 
④その他(具体的記載)                 3 社 11.5% 

 ・原材料購入時及び製品販売契約成立時 (東京ゴム) 

 ・年度毎に方針・限度枠・ﾀｰｹﾞｯﾄを設定し市場を見ながら機動的に（東京石油） 

・現物相場よりも先物相場が値下がりしたとき （東京農産物） 

（３）ヘッジ比率について（方針・ルールがある場合）  
①実物市場の予定取引数量を 100％ヘッジする。       １社 3.8% 
②一定量をヘッジしている。                3 社 11.5% 
 ・実物の予定取引数量の 80％をヘッジする。 

③相場状況（商品市況の強弱予想）によりその都度部内部合議  1 社 3.8%  
  １）相場動向によりヘッジ数量を増加させたり外したりする  13 社 50.0% 
  ２）相場動向が不透明なときは、ヘッジ割合を高める      2 社 7.7% 
  ３）相場動向が不透明なときは、ヘッジ割合を低くする     2 社 7.7%  
  ４）その他（例えば、相場ﾄﾚﾝﾄﾞがﾞ上昇局面にあると予想する場合は、  1 社 3.8% 

ｱﾝﾀﾞｰﾍｯｼﾞ、下降局面にあるときはｵｰﾊﾞｰﾍｯｼﾞする等異なる。） 

   回答なし                        3 社 11.5% 
（４）先物市場の利用が貴社の業績にもたらした効果 

①業績について 
１）業績低下を防いだ。                9 社 34.6％ 
２）業績向上に貢献した。               6 社 23.1％ 
３）悪化につながった。                1 社  3.8％ 
４）業績低迷を防ぐことはできなかった。        0 社 0.0％ 
回答なし                       10 社 38.5% 

   ②価格競争力について                     
    １）競争力を維持できた。               8 社 30.8％ 
    ２）競争力を向上させた。                5 社 19.2％ 
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    ３）悪化につながった。                 1 社  3.8％ 
    ４）低下を止めることはできなかった。          0 社  0.0％ 
    回答なし                       12 社 46.2％ 
 

５．取引所価格の指標価格としての利用について（複数回答可）   

   ①販売価格や購入価格の交渉の値決めのとき       20 社 76.9% 
   ②在庫評価                      5 社 19.2% 
   ③損害保険料設定のとき                3 社 11.5% 
   ④輸入時                       3 社 11.5% 
   ⑤その他                       3 社 11.5% 

・ 裁定取引の時 

・ 損益の評価時 

・ 事業予測に利用 

・ 現物価格との比較 

 

６．海外の商品先物市場の利用状況について 

  ①利用している。                    9 社 34.6％ 
  ②利用していない。                   17 社 65.4% 
 
７．商品先物取引以外の商品価格変動リスクのヘッジ手段の活用の有無について 

活用している                           5 社 19.2% 
 ①天候デリバティブ（店頭デリバティブ）の活用          2 社  7.7％ 

  ②損害保険                           ０社 
  ③その他                            3 社 11.5% 
    （為替取引 (東京小豆利用者)                  1 社） 
    （記載なし                          2 社） 
  活用していない。                        21 社 80.8％ 
 

８．当業者として、今の商品先物市場や受託会員等に望むこと、ご意見について 

(1)売買単位（又は受け渡し単位）について 
【農産物】 

   東京ｺｰﾋｰ 期近の現受け、現渡しのボリューム規制が 100 枚を上限では少量すぎる。 

   東京大豆 Non-Gmo 大豆は、10t を 50ｔにすべきである。 

   東京小豆 受け渡し枚数の増加を望む。 

   受渡しについての意見 受渡しルールがあまりにも売り方に都合がよいことになっている。この

ようなルールであれば、現物を受けようにも受けることができない。 
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 【工業品】 
  貴金属  全般的に受け渡しを容易にできる制度を求める。 

   東京石油 

・ 現状のままでよいが、売買単位 100kl の方が利用しやすい。（軽油がない状態では、販売

業者の参加が限られることから、50kl は中途半端である。） 

・ 1 枚あたりを 100～200kl に拡大する。 

・ 受け渡しロットを拡大する。 

（2）値幅制限について 
  【農産物】 

・ 海外に比較して値幅制限が小さい。（東京ｺｰﾋｰ） 

・ NY 市場では値幅制限がないため、東京市場も外してはどうか。（東京ｺｰﾋｰ） 

   【工業品】 
・ 海外市場に合わせて値幅制限を拡大する方向を指示する。（東京貴金属） 

・ 値幅制限は現状のままでもかまわないが、サーキットブレーカー制度に移行してはどう

か。  （東京石油） 

・ NY 市場では値幅制限がないため、東京市場も外してはどうか。（東京石油） 

（3）共用格差について 
【農産物】 

・ 市場動向に合わせて、等級格差を定期的に見直す。（東京ｺｰﾋｰ） 

・ 受け渡し共用品・格付けの頻度を増やし、業者間の実態と受け渡し共用品のズレを是正

していく（受け渡し共用品の中には取引所の値段では全く折り合うことのないものや受

け渡し実績のないものがいつまでも共用品になっている）。 

  【工業品】 
・ 世界標準の基準を希望する。（東京貴金属） 

・ ゴムの RSS３について、国際基準よりも日本基準が厳しく、国外当業者の受け渡し実績

低下につながっている（見直しすべきではないか）。（東京ゴム） 

（４） 利便性の向上について 
  【農産物】 

・ ボリュームが増加すれば、将来性がある。 （東京ｺｰﾋｰ） 

・ 納会時に販売（渡し）と購入（受け）を同時に行えるようにしていただきたい。（東京小

豆） 

  【工業品】 
・ 当業者の使いやすい市場ルールの設計をする。（東京貴金属） 

・ 上場していない商品のクラックペーパー（クラックスプレッド）市場の開設をする。 （東

京石油） 

（５） 商品取引員のヘッジ取引等に係る専門性について 
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    ・ 現物受渡しについての知識は十分にある。 （東京ｺｰﾋｰ） 

（６） 上場商品についての意見 
   【農産物】 

・ コーヒーについては、海外倉庫での受け渡しを認可し、海外参加者を増加させてはどう

か。 （東京ｺｰﾋｰ） 

・ 関西商品取引所の一般大豆の取引高増加を望む。 （東京大豆） 

   【工業品】 
・ ゴム市場において、特に昨今現物取引が増加しているＴＳＲ２０のザラバ取引市場を望

む。 （東京ゴム） 

・ 石油製品については、軽油の再上場を希望する。（東京石油、同意見２社） 

・ 軽油とＡ重油の上場を望む。  （東京石油・中部石油市場利用者） 

 
９． ヘッジ会計（金融商品時価会計）について 

（１）ヘッジ会計の採用について 
   ①イエス                         ７社  26.9％ 
   ②ノー                          14 社  53.8％ 
   回答なし                         5 社 19.2％ 

※ ヘッジ会計を採用していれば、期をまたがる現物取引と先物取引との間の損益調整ができる。期末

の先物ポジションの時価評価益については、次期における現物取引予定との相殺により、実現益と

見ないことが可能となり、課税対象から外すことができる。 

（２）ヘッジ会計を採用しない 14 社の理由           （比率は 14 社対比） 
①ヘッジ認定の要件を整備するのが困難である。         4 社 28.6％  
②自社の先物市場における取引量が少ない。（中部鶏卵）       1 社  7.1％ 
③社内ルールで、期中において一旦取引を清算する。（石油製品）   1 社  7.1% 
④税務署からヘッジ認定が受けられない。            0 社  0.0％ 

   回答なし                           8 社 57.1％ 
 
10．商品先物市場は、欧米諸国では事業者に活発に利用されているのに対比し、わが国商

品先物市場が利用されていない理由について（複数回答可）       

  1）投機をしていると見られてしまうから。           11 社 42.3% 
  2）先物取引イメージが悪いから。               10 社 38.5% 
  3）社内に専門家がいないから。                10 社 38.5％ 
  4）ノウハウについての知識がないから。             9 社 34.6% 

5）利用方法を知らないから。                  8 社 30.8％ 
  6）同業他社が利用していないから。               5 社 19.2％ 
  7）市場リスク管理について経営責任を問われることがないから。 1 社  3.8％ 
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  8）製品や下請けに価格転嫁できるから。            0 社 
  9）その他（具体的記載は下記のとおり）            5 社 19.2% 

・ 当業者の必要とする当限に流動性がないから。 （東京農産物 2 社） 

・ 流動性がなく透明性に欠ける。      （東京ｺｰﾋｰ） 

・ 大豆、とうもろこしを見るとあまりにも商社よりのルールになっている。 

・ ヘッジ対象である現物価格とのベーシスリスクが大きいから。（東京石油） 

・ 当業者に魅力ある市場設計がなされていないから。 （東京貴金属） 

（理由） 受渡し及びタテ玉制限等のルールについて、ヘッジのために市場を使おうと

している当業者に対し大幅に緩和し利用しやすくしてほしい。これまでの建て玉制限で

は、一般投資家と当業者のバランスが著しく取れていないように見受けられる。当業者

のヘッジのための建て玉は、取組高の増加に大きな貢献をする。流動性リスクの観点か

ら魅力的市場と映るのではないか。 

・ 期近の流動性が低く、当業者のヘッジ手段として機能しにくい。（東京石油） 

 
11．価格変動リスクのヘッジの場や機関投資家の資産運用の場等として、活発に利される

ために必要なことについて（複数回答可） 

1）期近取引の流動性を増大させ大口取引の参入をこなせる市場とする。 16 社（61.5％） 
2）先物市場についての利用ノウハウの普及を図る。           ９社（34.6%） 
3）先物取引のイメージアップを図る。                 8 社（30.8%） 
4）投資信託、商品ﾌｧﾝﾄﾞ等専門家による運用市場とする等プロ化を図る。 8 社（30.8%） 
5）市場リスクの管理責任が取締役会に帰すると自覚されるようにする。 4 社（15.4％） 

 6）その他                             3 社（11.5％） 
・ 先限主体の売買から当限主体の売買にすることが必要である。 

・ 馬券を買うように小口で売買できるようにしてはどうか。 

・ 世界的に先進的・透明性が高いと認められる市場管理・設計・運営を図る（ローカルル

ールからの脱却）。 

 

12．わが国商品先物市場をより多くの当業者の方々にご利用をいただくために、また、先

物市場を利用する企業文化を育てるために、現に利用されている方々の活用実態を紹介

していきたいと考えています。貴社のご協力をいただけますか。 

 ①協力する。                          6 社 

ア．社名を出してもよい。                   1 社 

イ．社名は出せない。                     4 社 

ウ．条件付きで協力する。                   1 社 

②協力できない。                        12 社 

                               （集計了）

79



 

委託手数料とヘッジ取引 

 

委託手数料については、平成 17 年 1 月から、完全に商品取引員の自由裁量によることとさ

れた。手数料についての段階的自由化は、平成 11 年（1999 年）1月のインターネット取引

と投資顧問業者経由の取引から移行し、以後順次、13 年当業者取引、15 年大口取引の 10％

シェア部分の取引、16 年大口取引の 50％取引シェア部分へ自由化の取引範囲が拡大されて

いった。それまでは、取引所が商品取引員と顧客との間の委託手数料を規定する「固定手

数料制」が採用されていた。 

委託取引の主流が、個人投資家（一般委託者）であるために、主として個人委託者に対す

るサービスの対価としての手数料として設定され、上場商品の現物等を取り扱う事業者か

ら見ると割高であった。そのため、事業者がヘッジ取引の場として商品先物市場を利用す

る場合には、ア）取引所に会員加入して自ら売買する、イ）委託手数料の会員割引を受け

て商品取引員に委託する、という方法があった。 

いずれの方法が選択されるかは、取引規模と取引コストの問題であった。ア）の場合には、

一定規模以上の取引利用がある場合に選択され、自前の取引者（場立ち=トレーダー）が直

接市場で売買することになる。イ）の場合には、自前の取引者（場立ち）を抱えるコスト

負担よりも、取引を商品取引員に委託する方がコスト軽減できる。いずれの場合も事業者

が会員にならないと、手数料割引を受けることができないという制約があったために、会

員当業者以外の事業者に対しての法人ビジネスは展開されないという事情にあった。固定

手数料制が、委託取引に占めるヘッジ取引比率の低い理由の一つなったと考えられる。 

固定手数料制の下では、委託取引として市場間裁定取引や異なる受渡し限月間の裁定取引

はコスト高で行われることは極めて稀であった。さらに、売買仕法自体も、同一時間帯に

一商品一限月の立会いしか行われないために、裁定取引機会が制限され、市場取引が単純

投機中心とならざるを得なったという技術的事情も重なる。 
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日本商品先物振興協会

調査期間：平成19年2月16日～2月28日

対象：先物協会会員　75社

回答会員数 18 社

会員より当業的利用アンケートをお願いした社 330 社

同アンケートの回答があった社 167 社

プロフィール情報

（１）　業種 割合（％）

商品取引員 2 社 1.2%

取引所一般会員 0 社 0.0%

ディーラー・トレーダー 5 社 3.0%

総合商社・商社 44 社 26.3%

地金商社 2 社 1.2%

穀物商社 14 社 8.4%

ゴム商社 5 社 3.0%

ゴム製造・販売業 11 社 6.6%

石油製造・販売業 54 社 32.3%

ガソリンスタンド 8 社 4.8%

金属・鉄鋼製造販売 3 社 1.8%

貴金属・製造販売 2 社 1.2%

食品製造・販売業 11 社 6.6%

畜産業 2 社 1.2%

金融機関 1 社 0.6%

その他 3 社 1.8%

回答合計 167 社

(2)　資本金 割合（％）

1千万円未満 12 社 9.5%

1千万円以上～１億円未満 64 社 50.8%

1億円～10億円未満 19 社 15.1%

10億円～50億円未満 10 社 7.9%

50億円～100億円未満 4 社 3.2%

100億円～500億円未満 7 社 5.6%

500億円～1,000億円未満 2 社 1.6%

1,000億円以上 8 社 6.3%

回答合計 126 社

当業的利用アンケート　中間集計  

業種別

0 10 20 30 40 50 60

回答社数

資本金

0 10 20 30 40 50 60 70

回答社数
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(3)　上場商品に係る現物取扱高

①　金額ベース 割合（％）

1億円未満 2 社 6.5%
1億円～10億円未満 12 社 38.7%
10億円～50億円未満 9 社 29.0%
50億円～100億円未満 2 社 6.5%
100億円～500億円未満 4 社 12.9%
500億円～1,000億円未満 2 社 6.5%
1,000億円以上 0 社 0.0%

回答合計 31 社

②-1　取扱高ベース（ｋｌ） 割合（％）

1万ｋｌ未満 23 社 51.1%

1万ｋｌ～10万ｋｌ未満 11 社 24.4%

10万ｋｌ～100万ｋｌ未満 3 社 6.7%

100万ｋｌ～500万ｋｌ未満 6 社 13.3%

500万ｋｌ～1000万ｋｌ未満 2 社 4.4%

1000万ｋｌ以上 0 社 0.0%

回答合計 45 社

②-2　取扱高ベース（ｔ） 割合（％）

1000トン未満 6 社 14.6%

1000トン～1万トン未満 9 社 22.0%

1万トン～5万トン未満 6 社 14.6%

5万トン～10万トン未満 4 社 9.8%

10万トン～50万トン未満 14 社 34.1%

50万トン～100万トン未満 2 社 4.9%

100万トン以上 0 社 0.0%

回答合計 41 社

③　取引枚数ベース 割合（％）
1千枚未満 0 社 0.0%
1千枚～5千枚未満 0 社 0.0%
5千枚～1万枚未満 0 社 0.0%
1万枚～3万枚未満 0 社 0.0%
3万枚～5万枚未満 1 社 100.0%
5万枚～10万枚未満 0 社 0.0%
10万枚以上 0 社 0.0%
回答合計 1 社

(4)　回答者の所属部署 割合（％）
石油燃料部門 7 社 8.0%
ゴム部門 2 社 2.3%
化学部門 1 社 1.1%
金属部門 2 社 2.3%
食糧部門 12 社 13.8%
業務管理・仕入販売部門 14 社 16.1%
営業部門 6 社 6.9%
総務部門 2 社 2.3%
トレーディング部門 11 社 12.6%
会社役員 26 社 29.9%
その他 4 社 4.6%
合計 87 社

取扱額（金額ベース）

0 2 4 6 8 10 12 14
回答社数

取扱高（kl）

0 5 10 15 20 25回答社数

取扱高（t）

0 5 10 15回答社数

当業者利用アンケート回答部署

0 5 10 15 20 25 30

回答社数
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Q1 現在、利用している商品先物市場

1)農産物市場 36 社

具体的な銘柄 東穀一般大豆 8 東穀コーン 6 東穀小豆 6

2）コーヒー市場 4 社

3）砂糖市場 5 社

4）貴金属市場 9 社

具体的な銘柄 金 3 白金 3 銀 2

5）ゴム市場 31 社

具体的な銘柄 東工取RSS 6 中部大阪RSS 4 中部大阪TSR 4

6）石油製品市場 80 社

具体的な銘柄 東工取ガソリン 6 中部大阪ガソリン 5 東工取灯油 5

7）原油市場 20 社

8）鶏卵市場 4 社

9）鉄スクラップ市場 1 社

10）飼料指数市場 0 社

11）コーヒー指数市場 0 社

12）その他 7 社

具体的な銘柄 東工取アルミ 2 ニッケル 2 中部大阪アルミ 1

Q2 商品先物市場の利用についての会社定款上の位置づけについて

　1）定款で先物取引の利用を明示的に規定 36 社

　2）定款で「付随する業務」として規定 51 社

　3）定款には特段の規定なし 76 社

　4）その他 2 社

具体的に ：別紙参照

Ｑ3 商品先物取引の利用目的について（複数回答可）

　1)1年以内の予定取引のヘッジ 82 社

　2)1年超の予定取引のヘッジ 27 社

　3)価格変動リスクの回避 107 社

　4)上場商品現物の購入又は販売(受け渡し) 121 社

　5)換金（上場商品の売却）のため 16 社

　6)倉庫機能(商品必要時まで在庫を持たないようにするため) 18 社

　7)市場間鞘取り等トレーディング 53 社

　8)その他 5 社

ヘッジの種類について

　1)上場商品の購入・販売に関係した購入価格・販売価格の固定のため 109 社

　2)スワップや店頭デリバティブ販売等に伴うリスク管理等のため 24 社

　3)その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8 社

具体的に ：別紙参照

ヘッジ取引のノウハウ（ヘッジ手法）の概略について

定款上の位置づけ

定款で付
随業務と
規定
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Q4 ヘッジ取引等実行方針が社内規定化しているか否か。
　1)社内規定化されている 76 社

　2)社内規定化されていない 75 社

Q5 実際のヘッジ取引等の決定(実行者)は誰が行うか。

　1)担当課長 36 社

　2)担当部長 31 社

　3)担当役員 27 社

　4)代表取締役 69 社

　5)その他 15 社

具体的に ：別紙参照

Q6 商品先物取引の利用限度額、限度数量等を設定しているか否か。

　1)取引限度数量（又は取引限度額）のみを設定 49 社

　2)取引限度数量（又は限度額）と損失限度額の両方を設定 51 社

　3)損失限度額のみを設定 11 社

　4)いずれも設定していない 41 社

　5)その他 10 社

具体的に ：別紙参照

Q7 商品先物市場の利用に係るリスク管理方法について

　1)取引予定数量との比較による管理 62 社

　2)取引契約（約定）金額または想定元本による管理 32 社

　3)時価による管理 77 社

　4)価格変動率の変化に伴う影響額の把握による管理 27 社

　5)その他 8 社

具体的に ：別紙参照

Q8 商品先物市場の利用状況について役員会等への報告の度合

　1)月1回報告 71 社

　2)4半期（3ヶ月）ごとに報告 12 社

　3)上期・下期等6ヶ月ごとに報告 10 社

　4)年１回期末決算期に報告 22 社

　5)その他：別紙参照 48 社

Q9 役員は商品先物取引について理解があるか否か。（複数回答可）

　1)担当役員は理解している。 81 社

　2)代表取締役は理解している。 101 社

　3)役員は全員が理解している。 63 社

　4)監査役は理解している。 31 社

　5)その他：別紙参照 3 社

Q10 取引相手となる商品取引員の重視する点（複数回答可）

　1)会社としての信用 131 社

　2)財務基盤 82 社

　3)商品市場における売買高等取引数量（規模） 51 社

　4)上場商品の生産・流通・販売についての実務知識・専門性 87 社

　5)商品先物取引利用にかかる専門性・知識（ノウハウ等） 87 社

　6)その他 14 社

具体的に ：別紙参照
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別紙

具体的な内容

Q2:商品先物市場の利用についての会社定款上の位置づけ。(その他）

・天然ゴムを含む上場商品を扱う規定がある    (1社)
・先物取引規定あり　（1社）
・製品販売数量に応じた分のヘッジ　（1社）

Q3:商品先物取引の利用目的（その他）

・市場間鞘取り　（1社）
・スペキュレーション　（1社）
・Metal Sourcing　（1社）
・受渡し（小売業者へつなぐ）　　（1社）
・利益追求のため　　（1社）
・販売数量に応じたヘッジ　　　（1社）
・安定的仕入先　　（1社）
・現在利用していない　　　（1社）

ヘッジ取引のノウハウ（ヘッジ手法）の概略。

・現物の売買成約時の反対取引をする
・海外買付け分の売りヘッジ、国内売付け分の買いヘッジ
・来月の業転価格との比較
・穀取の価格が安い時、現受けする
・在庫の1/２程度
・海外よりの仕入価格と国内定期価格の動きを注視し、取進める
・現物に対する売りヘッジ
・現物不足時の買いヘッジ
・現物価格と定期市場におけるアービトラージ
・価格固定のため一旦ヘッジを行い、商品の保有期間、保管コスト、金利を踏まえ、鞘関係を鑑みて限月や市場を乗り
換えていく
・灯油の販売価格を入札などで単価契約した場合、先物を買っておけば購入価格が決まるので損をすることはない。
・灯油（冬季）仕入価格安定の為
・東京市場＝海外先物市場＝海外現物市場＝為替＝フレート全ての市場、イーブンポジションのヘッジ取引
・海外価格ベースでの購入価格に対しての国内市場ヘッジ
・限月間差による在庫オペレーション
・市場間格差によるアービトラージ
・製品の原料価格以下になったら買って行く
・海外で買った現物に対し、国内価格下落のリスクを避けるため、国内取引所で売ヘッジを行う。
・現在、考えていない
・原産地で直接購入する際、価格の下落をヘッジする
・現物に対する売りヘッジ、現物不足に対する買いヘッジ

Q５：社内でのヘッジ取引等を決定する者(実行者)について。（その他）

・権限者により承認された者　　（3社）
・担当者　　　（2社）
・トレーダー　（2社）
・行う場合は代表取締役　（1社）

Q6：商品先物取引の利用限度額、限度数量等を設定しているか否か。（その他）

・取引限度額　　　　（1社）
・VaR　　　（1社）
・必要数量　　（1社）
・小売販売可能数量以内　　　（1社）
・全社販売数量の20％以内　　（1社）
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Q7:商品先物市場の利用に係るリスク管理方法について。（その他）

・社内システム　　（1社）
・数量、金額、現物との関係上で、一概には言えない　　（1社）
・損益管理のみ　　（1社）
・予算を設定する　　（1社）
・状況を見ながら取引するか否か考える　　（1社）
・会社がリスクを負うほどは利用しない　　（1社）
・詳細不明　　（1社）

Q8:役員会等への商品先物市場利用状況の報告方法について。（その他）

・毎週報告　　　（7社）
・毎日報告　　（4社）
・利用ごとに報告　（3社）
・特に報告なし　（2社）
・社長には決算時のみ　（1社）
・購入量がわかるように掲示　（1社）
・役員が利用している　　（1社）
・会計事務所との連絡を行う　　（1社）
・評価損益の報告を行う（評価損時はリポート提出）　　（1社）

Q9:貴社の役員は商品先物取引についての理解がありますか。　　（その他）

・会社役員全員が理解しているとは言い難い。（2社）
・会社役員は理解している。　（1社）
・担当役員は反対している。　（1社）

Q10 :取引相手として商品取引員を選ぶ際の基準として重視する点。（その他）

・会社の信頼性、世間的評判　　（3社）
・担当者の人柄、熱心さ　　（2社）
・グループ、関係会社　　（2社）
・穀物の受渡を希望する意見があった。　（1社）
・受渡し実績　　（1社）
・オンライントレードの機能、手数料　　（1社）
・現在の商品取引（一般大豆）は売り手が有利なルールがある。売買は売り手と買い手が公平であるべきであり、不公平
が続けば、取引に参加しなくなる。　（1社）

・現物化する際の枚数やその条件を調整する能力　　（1社）
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米国におけるヘッジ取引の概要

【事務局説明資料】

2008年12月2日

当業者の建玉（ＣＦＴＣ大口建玉報告＝０８年１１月１８日分）

取引所取引所取引所取引所 市場市場市場市場 総建玉総建玉総建玉総建玉（（（（枚枚枚枚）））） 当業買当業買当業買当業買いいいい（％）（％）（％）（％） 人数人数人数人数 当業売当業売当業売当業売りりりり（％）（％）（％）（％） 人数人数人数人数

43.5 40.6

【先物＋オプション】

ＣＢＯＴ コーン １，６１５，３９８ ７０３，２５１（43.5） ２９３ ６５５，６８５（40.6） ３０８

ＣＢＯＴ 大豆 ４２３，９４０ １８２，４６０（43.0） ７７ １９１，８１５（45.2） ９０

ＮＹＭＥＸ 原油 ２，８１０，５１９ １，３８６，９１５（49.3） ７７ １，４６９，４７７（52.3） ９０

ＣＯＭＥＸ 金 ４５４，１９４ １６８，４８５（37.1） １０８ ２３２，５１７（51.2） １２３

取引所取引所取引所取引所 市場市場市場市場 総建玉総建玉総建玉総建玉（（（（枚枚枚枚）））） 当業買当業買当業買当業買いいいい（％）（％）（％）（％） 人数人数人数人数 当業売当業売当業売当業売りりりり（％）（％）（％）（％） 人数人数人数人数

【先物】

ＣＢＯＴ コーン ９９４，５５１ ４９９，７０６（50.2） ２３４ ５０４，７２６（50.7） ２７１

ＣＢＯＴ 大豆 ３１１，８２４ １５８，８２６（50.9） ９２ １６４，８２２（52.9） １１５

ＮＹＭＥＸ 原油 １，１２２，６０４ ５７３，０４４（51.0） ７６ ５７６，０９８（51.3） ８９

ＣＯＭＥＸ 金 ２８９，７００ ９５，６９７（33.0） ４０ １６６，８１３（57.6） ４４
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米国のヘッジ・サービス提供者

ＦＣＭ

•商品取引員に相当

•ヘッジ戦略の立案か

ＩＢ

•イントロデューシン
グ・ブローカー（仲介

ＣＴＡ

•商品投資顧問

•ヘッジ戦略の立案と

その他

•ＣＦＴＣに登録のない
コンサルタント•ヘッジ戦略の立案か

ら売買の執行、清算、
建玉の管理までを一
貫して提供

•子会社またはグルー
プ会社としてヘッジ・
サービス提供者とし
てのＩＢやＣＴＡを抱え
ている例も

グ・ブローカー（仲介
業者）

•現在、産構審商取分
科会で導入の方向で
議論

•ヘッジ戦略の立案と
提案

•取引はＦＣＭに委託

•顧客資産はＦＣＭに
委託。同資産はＦＣ
Ｍが分離保管

•ヘッジ戦略の立案と
提案

•一任契約を締結のう
え、自己の裁量で、
戦略に基づく売買の
執行が可能

•取引はＦＣＭに委託

コンサルタント

•主たる利用市場はＯ
ＴＣ市場

•グループにＯＴＣ取
引会社を有するケー
スあり

•ヘッジャーの取引相
手となるケースあり

ＦＣＭとＩＢは通常、委託者の取引約定枚数に応じて手数料収入を得ている。典型的
な手数料は１枚当たり３０ドル～８０ドル（*）。しかしヘッジングで取引枚数が過少とな
る場合には、別途、コンサルタント的契約を結ぶケースもある。
* Commodity Brokers & Commission rate, By Chuck Kowalski, About .com

ヘッジ・サービスの実際

当業者当業者当業者当業者がヘッジ・サービスがヘッジ・サービスがヘッジ・サービスがヘッジ・サービス提供者提供者提供者提供者をををを求求求求めるめるめるめる理由理由理由理由⇒⇒⇒⇒日本日本日本日本とととと同同同同じじじじ
○適正なノウハウ（人材）の不在

○市場ウォッチの困難
取引所取引取引所取引取引所取引取引所取引 ＯＴＣＯＴＣＯＴＣＯＴＣ取引取引取引取引

○コアビジネスへの専心

ヘッジ・ツールヘッジ・ツールヘッジ・ツールヘッジ・ツール
○取引所取引（先物取引・先物オプション）

○ＯＴＣ取引

⇒先物取引を単独で用いるケースはまれ。多くの場合は先物とオプショ

ン、スワップ等を組み合わせて利用。農家向けの各種保険との併用、現
物取引との組み合わせを提案するケースも。

流動性 大 小

柔軟性 小 大

清算 あり なし

業者 ＣＦＴＣ登録 非ＣＦＴＣ

物取引との組み合わせを提案するケースも。

テイラー・メイドのテイラー・メイドのテイラー・メイドのテイラー・メイドの提案提案提案提案

○典型的なセールス・トーク⇒ 「１社１社の異なるニーズに対応。貴社だ
けのヘッジ戦略を構築いたします」
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ＦＣＭによるヘッジ・サービスの提供例

⇒近年の傾向として、ＦＣＭが当業者（特に農家）のヘッジ・オペレー
ションに積極的関与するケースは減っている。First Capital Ag社は
農産物のヘッジ・サービスに特化している数少ない例外。

【First Capitol Ag社について】(ＨＰ：www.firstcapitolag.com)

� フューチャーズ・コミッション・マーチャント（ＦＣＭ）、NFA ID: 0176293

� 本社：ウイスコンシン州プラットビル

� 自社を“アメリカのヘッジ・ブローカー”と呼称。農産物ヘッジングへの特
化をセールス・ポイントとし“あえて万人向けのサービスは提供していな
い”と説明

� とうもろこし、大豆、小麦、綿花農家向けに書面によるマーケティング計� とうもろこし、大豆、小麦、綿花農家向けに書面によるマーケティング計
画“６ステップ・プラン”を商標登録。同計画はプット・オプションの買いと
現物売りを組み合わせ１００％ヘッジが目標

� 顧客：穀物エレベーター、エタノール生産プラント、食品会社、その他の商
業用商品関連会社

農家のヘッジ・サービス提供者探しの例

⇒⇒⇒⇒農家向農家向農家向農家向けにヘッジけにヘッジけにヘッジけにヘッジ戦略戦略戦略戦略をををを提案提案提案提案するするするするＩＢＩＢＩＢＩＢはははは多多多多いいいい。。。。農家農家農家農家はネットをはネットをはネットをはネットを通通通通じじじじ
てててて自分自分自分自分にあったサービスにあったサービスにあったサービスにあったサービス提供者提供者提供者提供者をををを探探探探すことができるすことができるすことができるすことができる。。。。口座開設口座開設口座開設口座開設にににに
至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの流流流流れはれはれはれは次次次次のののの通通通通りりりり。。。。

① 農業関係者向けの情報提供サイト「ファーム・ネット・サービシーズ」にアクセス① 農業関係者向けの情報提供サイト「ファーム・ネット・サービシーズ」にアクセス
（ＨＰ：www.farmnetservices.com）

② 各種サービスのインデックスの中から「ヘッジング・サービス」を選択
③ ６件の検索結果を表示
④ その中から“Farmers Options & Hedging Services”社に接続、各種条件等検索
⑤ 条件が合えば口座開設

【ファーム・ネット・サービシーズについて】
・ネット・マーケティング・サービスのひとつ
・本社：ノースダコタ州マンダン
・掲載内容は農業関連のサービスと商品：農機具から金融まで
・情報は１６００以上の分類（サブカテゴリー含む）
・情報取得側（主として農家）は利用無料
・情報掲載者は年間４９９ドル～の掲載料
・情報提供者は１１００社超
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ＣＴＡによるヘッジ・サービス提供例

⇒ＣＴＡはＣＦＴＣ管轄の市場における取引アドバイスを提供す
るが、資産運用の提供に特化しているケースが少なくない。
そうした中でGenuine Trading Services社はリスク管理を
ベースとしたアドバイスも積極的に展開している。

【Genuine Trading Services社について】（ＨＰ：www.genuinecta.com）

� 商品投資顧問、NFA ID: 0350575 本社カナダ・オンタリオ州トロント

� 取引所上場の先物・オプション取引に加えＯＴＣデリバティブでリスク管理を実現

� 経営リスクや市場リスクによってもたらされるエクスポージャーを減衰するために
組み立てたヘッジ戦略を精査し、一任契約に基づき戦略を運用

� 自社の「売り」として“コモディティー・ベーシス・ヘッジング”戦略を提唱。同戦略は
ヘッジャーのためのものであり、このため同社は世界中の商品取引所にパイプをヘッジャーのためのものであり、このため同社は世界中の商品取引所にパイプを
持っていると強調

� またＨＰでは、ＣＦＴＣに登録済みのＣＴＡであることを述べ、信用力の強化に役立
てている

� 顧客：ヘッジファンド、ミューチュアルファンド、ペンションファンド（年金基金）、各
種基金、企業、信託、一部の個人

ＣＦＴＣ登録のないコンサルタント
によるヘッジ・サービス提供例

⇒特定の業界知識と経験を持つコンサルタントがヘッジングのアドバ
イスを提供する例もある。ただしＣＴＡではないため一任契約を結
び、ヘッジ戦略を実現するための取引を商品市場につなぐことはび、ヘッジ戦略を実現するための取引を商品市場につなぐことは
できない。このためＯＴＣデリバティブを活用する例が多い。

【Hedge Solutions社について】（ＨＰ：www.hedgesolutions.com）

� エネルギー関連のヘッジ業務に特化したコンサルタント。本社ニューハンプシャー
州マンチェスター

� ＣＦＴＣ登録なし。ただし関連会社（創立者が同一）にＯＴＣデリバティブ会社あり

� 顧客：暖房油精製業者、プロパン販売代理店、ガソリン・ディーラー、農産業界へ
の各種販売業者、ディーゼル・ディーラー、地方自治体、その他の商業ユーザーの各種販売業者、ディーゼル・ディーラー、地方自治体、その他の商業ユーザー

� ヘッジング戦略の立案から執行、リアルタイムの取引監視

� 関連会社のＯＴＣ取引会社（Northland Energy Trading社）がヘッジ戦略に則し
た取引の執行を助力
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ヘッジ・サービス提供社の社員プロフィール

Farmers Options Hedging Services (ＩＢＩＢＩＢＩＢ)

社員 農家 主な経歴

１ ○ 生家は農産物、酪農農家。ラジオで農産物市況解説。テクニカル分析講座講師。

２ × 豚専門肥育アナリスト。農業関連企業セールス、国内歳入庁（IRA）職員。養豚関係著書多数。

３ ○ 自営農業歴27年。800エーカー。生物理学士。３ ○ 自営農業歴27年。800エーカー。生物理学士。

４ ○ 会計学士。前職はカーギル。主として経理部門に従事。

Mid West Futures （ＣＴＡ（ＣＴＡ（ＣＴＡ（ＣＴＡ兼兼兼兼ＩＢ、ＩＢ、ＩＢ、ＩＢ、ギャランティーギャランティーギャランティーギャランティー先先先先ははははVision Financial Markets））））

社員 農家 主な経歴

１ ○ 農学士（経済・財務）。1万1千頭の商業用飼育施設の共同経営を経験。

２ × 元通貨トレーダー。

３ × 08年入社。銀行業務・財務・投資科学の学士号取得。

４ ○ ＩＢ資格取得者。４ ○ ＩＢ資格取得者。

５ ○ 6500エーカー。財務学士。自家のヘッジ実務のかたわら他の農家へのサービス提供。

６ ○ 小麦・酪農農家出身。ファイナンシャル・プランナー。マネージド・フューチャーズの利用を提唱。

７ ○ 農家歴40年以上、現役。経済学士。

８ × 銀行業界出身。その後、エレベーターで農業経営を学ぶ。農業保険代理店経営。

ヘッジ・サービス提供社の社員プロフィール（続き）

Mid West Futures （ＣＴＡ（ＣＴＡ（ＣＴＡ（ＣＴＡ兼兼兼兼ＩＢ、ＩＢ、ＩＢ、ＩＢ、ギャランティーギャランティーギャランティーギャランティー先先先先ははははVision Financial Markets））））

社員 農家 主な経歴

９ × 農業経済学士。農業保険を併用したヘッジを提唱。また現物の売却と先物／オプションの組９ × 農業経済学士。農業保険を併用したヘッジを提唱。また現物の売却と先物／オプションの組
み合わせを推奨する。

１０ ○ 牛、豚の肥育、とうもろこしなどを生産。70年代初頭から先物取引を活用。その経験を顧客に
提供。

１１ ○ 元教師。その後、飼料専門コンサルタント、農業用品販促・管理、エタノール業界などを経験。

１２ ○ 自家の農業、牧場、畜産で25年超の経験。90年、ヘッジシステム構築の必要性を痛感。00年
入社しブローカーに。

１３ ○ 飼料用穀物生産農家出身。農学士。クロップコンサルタント（13年）を経てアグロミスト（16年）
を経験。

１４ ○ 動物学と農業経済の学士号。卒業直後からとうもろこし、大豆、小麦等の生産と酪農に従事。１４ ○ 動物学と農業経済の学士号。卒業直後からとうもろこし、大豆、小麦等の生産と酪農に従事。

１５ ○ 子牛の繁殖が主。通常の酪農も。空軍経験。
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